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花
宴
考

一
、
問
題
の
所
在

花
宴
は
、

「源
氏
物
語
」
と
の
関
連
も
あ
っ
て
か
、
比
較
的
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
公
宴
詩
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
は
必

ず
し
も
十
分
と
は
い
い
が
た
い
。

次
に
あ
げ
る
の
は
、
山
中
裕
氏
の
論
述
で
あ
る
。

花
宴
は
口
硼
剣
ョ
硼
訓
祠
ヨ
測
∃
Ｊ
刷
、
日
本
後
紀
に

「
二
月

十
二
日

辛
丑
、
幸
二
神
泉
苑
一
覧
二
花
樹
・。
令
二
文
人
一
賦
レ
詩
。
賜
レ
綿

有
レ
差
。
花
宴
之
節
始
二
於
此
一
臭
」
と
ぁ
る
の
を
国
ｕ
倒
ｄ
引

劉
。
花
の
宴
は
桜
の
花
の
宴
の
ほ
か
、
藤
の
花
の
宴
、
菊
花
の

宴

（九
月
九
日
宴
）
等
も
あ
る
が
、　
一
般
的
に
は
、
桜
の
花
の
宴

を
い
う
。
Ｊ
の‐
翻
捌
川
習
劉
『
Ｊ
翻
里
「
ヨ
凹
日
司
Ｈ
判
Щ
掛
割

―こ―
倒
冽
劇
劇
内
裏
を
は
じ
め
、
宮
廷
貴
族
等
の
間
で
ひ
ろ
く
行

な
わ
れ
た
年
中
行
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
文

献
に
は
、
そ
れ
程
多
く
見
え
な
い
。
…

（中
略
）
…

花
宴
は
常
寧
殿

・
仁
寿
殿

・
清
涼
殿
で
行
な
う
の
が
常
例
で

滝
川
　
幸
司

あ
っ
て
、
南
殿
の
例
は
少
な
い
の
に
気
付
く
。
…

（下
略
）
…

氏
に
よ
れ
ば
、
花
宴
は
、
嵯
峨
朝
に
起
源
を
持
ち
、

「新
儀
式
』
等

の
儀
式
書
に
記
載
さ
れ
、
常
寧
殿

・
仁
寿
殿

・
清
涼
殿
等
で
行
わ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
事
典
類
や

「源
氏
物

語
』
花
宴
巻
に
関
連
す
る
論
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
確
か
に
、
花
宴

は
嵯
峨
朝
か
ら
見
え
る
が
、
そ
れ
を

「新
儀
式
』

・
『北
山
抄
」
に
記

載
さ
れ
る
花
宴
と
同
列
に
扱
う
に
は
今

一
つ
の
論
証
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
宮
中
の
常
寧
殿

・
仁
寿
殿

。
清
涼
殿
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

も
、
疑
間
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
場
所
で
、
桜
を

賞
で
る
宴
が
開
か
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
山
中
氏
の
論
述
に
よ
る
と
、

そ
れ
は

「新
儀
式
』
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、

「新
儀
式
』
及
び

『
北
山
抄
」
で
定
め
ら
れ
る
花
宴
と
は
、

「先
垂
二
東
廂
御
簾
一、
立
二
御
座
於
孫
廂
北
第
二
間
Ｌ
　
（
『新
儀
式
し
、

「清
涼
殿
東
又
庇
北
第
二
間
、立

二
御
侍
子
・置
物
御
机
等

一、供
二
御
硯
■

（
『北
山
抄
』
）
と
あ
る
よ
う
に
清
涼
段
で
行
わ
れ
る
も
の
を
指
す
の
で

あ
っ
て
、
他
の
場
で
行
わ
れ
る
花
宴
ま
で
を
も
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

「新
儀
式
」
に
規
定
さ
れ
る
花
宴
は
、
あ
く
ま
で
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清
涼
殿
で
桜
を
賞
で
る
公
宴
詩
会
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

記
録
に
残
る
す
べ
て
の
花
宴
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
記
録
上

「花
宴
」
と
記
さ
れ
る
す
べ
て
が
、
同
種
の
宴
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い

の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

「新
儀
式
」
や

「北
山
抄
」
に
規
定
さ
れ
る
花
宴
の
形

成

。
性
格
を
論
じ
る
。
嵯
峨
朝
の
花
宴
と

「新
儀
式
』
に
記
載
さ
れ
る

花
宴
が
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
諸
記
録
に
見
え
る
清
涼
殿
以

外
の
花
宴
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
、
等
の
問
題
を
具
体
的
に
考
え
る
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
公
宴
詩
会
と
し
て
の
花
宴
は
、
村
上
朝
に
成

立
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
後
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
他
の
公

宴
詩
会
の
消
長
と
も
関
わ
り
、
当
時
の
文
壇
状
況
の

一
端
を
窺
う
視
点

と
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た

い
。

二
、
花
宴
儀
式
次
第
略
注

花
宴
の
儀
式
次
第
が
記
載
さ
れ
る
の
は

「新
儀
式
』
が
最
初
で
あ

る
。
そ
の
儀
式
文
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
う
し
た
上
で
、

実
際
の
花
宴
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
嵯
峨
朝
の
花
宴
や
花
宴
と
称

さ
れ
な
が
ら
同
列
で
は
扱
え
な
い
花
宴
を
混
乱
せ
ず
に
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「新
儀
式
』
の
儀
式
文
を
基
本
に
据
え
、

「北
山
抄
』
の
儀
式
文
や

諸
記
録
に
見
ら
れ
る
実
例
を
参
考

（＊
）
と
し
て
示
し
た
。
な
お
後
の

論
述
と
も
関
わ
る
の
で
便
宜
的
に
番
号
を
付
し
た
。

０
　
二
三
月
間
、
若
有
二
花
宴

・

＊
二
・
三
月
に
間
の
適
当
な
時
期
に
花
宴
が
あ
る
こ
と
。

１
　
前

一
日
、
定
二
仰
可
レ
召
文
人

一
〈
其
員
随
レ
時
不
レ
定
、
儒
士
、
内

記
、
蔵
人
所
、
内
御
書
所
、
旧
文
章
生
、
得
業
生
、
文
章
生
等
也
〉

＊
前
日
に
文
人
選
定
。

参
加
す
る
文
人
に
つ
い
て
は
『北
山
抄
」
に

「参
者
、
候
二
殿
上

・

蔵
人
所

・
御
書
所
一成
業
者
等
預
レ
之
。
延
長
四
年
例
、
殿
上

・
地

下
合
廿
人
也
」
と
あ
り
、延
長
四
年
花
宴
で
は
「仰
令
レ
召
二
文
人
一。

即
文
章
博
士
公
統
朝
臣

・
民
部
大
輔
博
文
朝
臣

・
右
中
弁
文
江

・

民
部
少
輔
諸
蔭

・
侍
二
内
御
書
所
一大
内
記
橘
正
臣
朝
臣
以
下
文
章

生
以
上
七
人
参
ヨ
入
仙
花
門
■
　
（
『河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
延
喜

御
記
）
と
、
ほ
ぼ
規
定
通
り
の
参
加
者
が
確
認
で
き
る
。

２
　
当
日
、
遣
レ
使
令
レ
召
下
可
二
預
参

一
親
王
公
卿
上

〈
延
喜
四
年
二
月

花
宴
、
召
二
貞
実
親
王
一。　
雖
レ
非
二
殿
上
一、
依
レ
善
二
属
文
一、　
殊
有
二
其

一″コ．一　〉
＊
当
日
、
召
す
べ
き
王
卿
に
使
を
遣
わ
す
。

前
掲

『河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
御
記
に

「今
日
遣
レ
使
召
二
常
陸
太

守
貞
真
親
王

・
左
大
臣

一。
々
々
々
有
レ
所
レ
煩
不
レ
参
。
申
剋
常
陸

太
守
親
王
参
入
」
と
あ
り
、
当
日
に
貞
真
親
王
と
左
大
臣

（藤
原

忠
平
）
が
召
さ
れ
て
い
る
。

３
①
先
垂
二
東
廂
御
簾
「
立
二
御
座
於
孫
廂
北
第
二
間
一
〈延
長
四
年
例

也
。
必
不
レ
用
二
此
問
一。
遂
二
花
樹
前

一供
二
御
座

一
〉

＊
清
涼
殿
の
東
廂
に
御
簾
を
垂
れ
、
孫
廂
の
北
第
二
間
に
天
子
の
座



を
設
営
。

『北
山
抄
」
に

「清
涼
殿
東
又
庇
北
第
二
間
、
立
二
御
侍
子

・
置
物

御
机
等

一、
供
二
御
硯

■

と
あ
る
。

「延
長
四
年
例
」
は
、
前
掲
御

記
に
「同
剋
仰
二
蔵
人
一
立
二
侍
子
東
又
庇
自
レ
北
第
二
間
■

と

あ
る
。
割
注
に

「必
不
レ
用
二
此
間

■

と
あ
る
が
、
事
実
、

「北

山
抄
』
に

「
天
徳
二
年
十
月
、
額
北
間
。
康
保
四
年
、
第
二
問

云
々
」
、
「天
暦
三
年
。同
十
年
、
撤
二
昼
御
座

「
供
二
大
床
子
・置

物
机
等

一
」
と
、
天
子
の
座
は
清
涼
段
内
で
も
固
定
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
ま
た
清
涼
殿
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
設
営

は
、
延
長
四
年
の
よ
う
に
蔵
人
所
が
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
置
一一菅
円
座
於
北
階
南
責
子

一敷
為
二
親
王
公
卿
座

・

＊
清
涼
殿
の
北
の
階
の
南
の
賛
子
に
王
卿
の
座
を
設
営
。

「北
山
抄
」
に
も
「北
階
南
贅
子
、敷

二
菅
円
座
一、
為
二
王
卿
座
■

と
あ
る
。
延
長
四
年
花
宴
で
も
「敷
二
菅
円
座
両
三
枚
於
北
階
南
賛

子
一、
敷
為
二
親
王
納
言
坐
■
　
（
『河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
延
喜
御

記
）
と
あ
り
、
こ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
康
保
三
年
花
宴

で
も

「召
二
左
右
大
臣
以
下
一、
令
レ
候
二
東
贅
子
敷
■
　
（
『北
山

抄
』
）
と
あ
る
。
清
涼
殿
東
贅
子
の
北
側
の
階
段
の
南
を
王
卿
の

座
と
し
た
の
で
あ
る
。
天
子
の
座
が
孫
廂
に
あ
る
の
で
一
段
下
に

位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
天
暦
三
年
花
宴
で
は

「孫
庇
南
二
間
敷

二
王
卿
座
一
〈
西
面
北
上
〉
」

（
『西
宮
記
』
）
と
異
な
る
が
、
こ

れ
は
、
こ
の
日
が
雨
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
天
子
の
座
が
母
屋
内
に

造
ら
れ
た
た
め
の
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。

③
花
下
敷
レ
畳
為
二
文
人
座

一
〈
西
面
〉

＊
文
人
の
座
を
、
清
涼
殿
の
東
庭
の
桜
の
下
に
設
営
。

「北
山
抄
」
で
も
同
じ
く
「桜
樹
下
設
二
文
人
座
一
〈
西
面
北
上
〉
」

と
あ
る
。
延
喜
十
七
年
の
宴
で
既
に

「桜
下
施
レ
筵
」
と
あ
る
。
ま

』
『
卜
制
舛
制
導
で
も
同
様
に

「桜
樹
下
鋪
レ
座
。
西
面
為
・一文
人

④
又
当
二
御
座
中
庭
一立
二
文
台
・

＊
文
台
を
庭
に
立
て
る
。

「北
山
抄
』
で
も
同
様
に

「庭
中
当
二
御
前

一
立
二
文
台

■

と
あ

る
。
天
暦
三
年
花
宴
で
は
「殿
南
四
間
庭
中
立
二
文
台

一
〈
去
レ
殿

東
箸
七
尺
〉
」

（
『西
宮
記
』
）
と
あ
る
。

４
　
時
刻
出
御

＊
天
皇
出
御
。

５
　
親
王
公
卿
依
レ
召
参
上

＊
王
卿
、
召
し
に
依
り
て
参
上
。

「北
山
抄
』
に

「王
卿
依
レ
召
参
上

〈
後
参
者
、
奏
召
レ
之
〉
」
と

あ
り
、
延
長
四
年
花
宴
で
は

「令
レ
召
二
親
王

・
藤
原
朝
臣
等
一
即

参
来
侍
レ
座
」
（
『河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
延
喜
御
記
）
と
あ
る
。

３
②
で
し
つ
ら
え
ら
れ
た
座
に
就
く
の
で
あ
る
。

６
　
次
召
二
文
人

ヽ
文
人
入
レ
自
二
仙
華
門

一
〈
或
自
二
滝
口
廊
戸
一
参

入
〉
、
着
二
樹
下
・

＊
文
人
、
召
に
よ
り
て
仙
華
門
よ
り
参
上
し
、
桜
樹
の
下
の
座
に
着

す
。

７
　
次
侍
臣
以
二
紙
筆

一給
二
王
卿
井
文
人

・

＊
侍
臣
に
紙
筆
を
王
卿

。
文
人
に
賜
わ
す
。

「北
山
抄
』
で
は

「次
賜
二
紙
筆
一
〈
段
上
人
賜
二
王
卿
一、
蔵
人
所

賜
二
文
人
ｔ

」
と
あ
り
、
王
卿
に
は
殿
上
人
が
、
文
人
に
は
蔵
人

所
が
賜
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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８
①
勅
一一上
卿

一
仰
二
可
レ
令
レ
献
レ
題
之
由

・。
即
喚
二
第

一
文
人

一。
称
唯

進
而
昇
レ
殿
候
之

＊
上
卿
に
勅
し
て
、
題
を
献
じ
さ
せ
る
。
上
卿
は
第

一
の
文
人
を
喚

ぶ
。
文
人
は
称
唯
し
て
桜
樹
下
の
座
か
ら
昇
殿
す
る
。

『新
儀
式
」
で

「公
卿
中
有
二
儒
士
一、
不
レ
召
二
文
人
一、
便
令
レ
献
レ

之
員
８
③

と
後
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
卿
中
に
儒
者
が
い
れ
ば
、

そ
の
儒
者
が
題
を
献
じ
た
。

「北
山
抄
』
で
は

「次
依
レ
仰
召
二
第

一
儒
士
■

と
あ
る
。
延
長
四
年
花
宴
で
は

「仰
令
レ
献
レ
題
。
藤

原
公
統
朝
臣
進
昇
レ
殿
」

（
『河
海
抄
」
花
宴
巻
所
引
延
喜
御
記
）

と
、時
の
文
章
博
士
公
統
、
天
暦
三
年
花
宴
で
は

「大
臣
召
二
式
部

大
輔
維
時
一
仰
二
題
事
■
　
（
『西
宮
記
』
）
と
、
元
文
章
博
士
の

大
江
維
時
、
天
延
二
年
花
宴
で
は

「題
云
、
花
前
楽
。
文
時
朝
臣

所
レ
献
也
」
３
日
本
紀
略
じ
と
、元
文
章
博
士
の
菅
原
文
時
が
献
題

し
て
い
る
。
第

一
の
儒
者
が
献
題
す
る
の
は
他
の
公
宴
詩
会
で
も

同
様
で
あ
る
。

②
上
卿
給
二
座
前
硯

一令
レ
書
レ
之
。
書
詑
、
上
卿
執
而
奏
覧

＊
上
卿
、
献
題
の
文
人
に
題
を
書
か
せ
、
奏
覧
。

『北
山
抄
』
に

「令
レ
献
レ
題

〈
或
復
二
本
座
一書
レ
之
。
或
給
二
上

卿
前
硯
一
令
レ
書
。
随
レ
所
二
便
宜
一
歎
〉
」
と
ぁ
り
、
上
卿
の
座

前
で
書
く
場
合
も
あ
る
が
、
本
座
で
書
く
場
合
も
あ
っ
た
と
い

う
。
延
長
四
年
花
宴
に
「藤
原
朝
臣
座
前
給
レ
之
、
令
レ
書
二
題
目

一
奏

〈
花
房
紅
蝋
珠
〉
」
（
「河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
延
喜
御
記
）

と
あ
り
、
上
卿
の
座
前
で
書
い
て
い
る
。

③
勅
許
畢

〈
或
不
レ
被
レ
用
、
重
令
レ
献
レ
之
。
又
公
卿
中
有
二
儒
士
一、
不
レ

召
二
文
人
一、
便
令
レ
献
レ
之
〉
、
献
題
者
退
下

＊
勅
許
が
降
り
、
献
題
者
退
下
。

割
注

「或
不
レ
被
レ
用
、
重
令
レ
献
レ
之
」
は
、
献
じ
ら
れ
た
題
で

天
子
が
不
満
の
場
合
、
更
に
献
じ
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
。
延
長
四

年
花
宴
で
は
、
題
者

・
藤
原
公
統
が

「花
房
紅
蝋
珠
」
と
い
う
題

を
最
初
に
献
じ
た
が
、

「仰
又
令
レ
上
又
書
奏
レ
書
之

〈
桜
繁
春
日

斜
〉
」

（
「河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
延
喜
御
記
）
と
、
最
初
の
題

が
取
り
下
げ
ら
れ
、

「
桜
繁
春
日
斜
」
が
再
び
上
奏
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
題
の
変
更
は
、
内
宴

・
重
陽
宴
で
も
し
ば
し
ば
行

わ
れ
る
。

④
上
卿
便
仰
二
可
レ
献
レ
序
人
・

＊
上
卿
、
序
を
献
ず
る
人
を
呼
ぶ
。

「北
山
抄
」
に

「其
次
仰
二
序
者
■

と
あ
る
。
天
延
二
年
花
宴
で

は

「以
二
輔
正
朝
臣

一
為
二
序
者

■

（
『
日
本
紀
略
』
）
と
あ
る
。

９
①
若
有
二
探
韻

一、
予
以
二
其
器

一
置
二
文
台
上

・

＊
探
韻
が
あ
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
文
台
の
上
に
韻
器
を
載
せ
て
お

②
依
レ
仰
近
衛
次
将
進
而
探
二
御
料
韻

一献
コ
上
之

・

＊
仰
せ
に
よ
っ
て
、
近
衛
次
将
、
天
皇
用
の
韻
を
探
り
、
献
上
。

「北
山
抄
』
に

「若
探
韻
、
近
衛
次
将
先
探
二
御
料
韻
二
字

一、
置
二

富
蓋

一、
昇
レ
自
二
御
前
階
一
献
レ
之
」
と
あ
る
。
延
長
四
年
花
宴
で

は

「右
近
権
少
将
実
頼
探
レ

駒
奏
上
」

（
『河
海
抄
』
花
宴
巻
所

引
延
喜
御
記
）
と
、
右
近
権
少
将

（＝
近
衛
次
将
）
藤
原
実
頼
が

韻
字
を
献
じ
て
い
る
。
探
韻
の
次
第
は
重
陽
宴
に
も
見
え
る
が
、

重
陽
宴
で
は
内
弁
の
大
臣
が
韻
器
を
天
皇
の
も
と
へ
献
じ
、
そ
れ

を
天
皇
自
身
が
探
る
。
こ
の
点
は
同
じ
探
韻
と
は
い
え
異
な
っ
て

い
る
。
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③
次
親
王
已
下
文
入
以
レ
次
就
二
文
台

一
探
韻
。
侍
臣
属
レ
文
之
者
、

探
韻
之
後
、
便
着
二
文
人
之
座

・

＊
親
王
以
下
文
人
探
韻
。
属
文
の
侍
臣
は
本
座
に
戻
ら
ず
、
文
人
の

座
に
着
す
。

「北
山
抄
」
に

「次
王
卿
堪
レ
属
レ
文
者

。
文
人
等
、
進
探
レ
之
」

と
あ
る
。

Ю
　
次
内
蔵
寮
以
二
酒
餞

一
給
二
王
卿
文
人

・

＊
内
蔵
寮
、
酒
撰
を
王
卿
文
人
に
賜
う
。

「北
山
抄
」
に
「次
賜
二
衝
重
於
王
卿
以
下
一
〈
供
二
御
酒
等

一
如
」

常
云
々
〉
」
と
あ
る
。
延
長
四
年
花
宴
に

「干
レ
時
内
蔵
寮
給
二
酒

肴

■

（
『河
海
抄
』
花
宴
巻
所
引
延
喜
御
記
）
と
あ
り
、
天
暦
三
年

花
宴
で
も

「次
内
蔵
寮
儲
二
酒
僕

「
給
二
王
卿

・
侍
臣

「
勧
盃
」

（
『西
宮
記
』
）
と
あ
る
。

Ｈ
　
次
択
二
楽
所
絃
歌
者

一
令
レ
候
二
東
側
下

一
〈
当
一一公
卿
座
後

一。
昨
日

預
定
二
其
人
一
〉

＊
楽
所
の
絃
歌
者
を
選
び
、
東
側
に
侯
せ
し
む
。

割
注
で
絃
歌
者
の
候
す
る
場
が
公
卿
の
後
で
あ
り
、
前
日
に
選
ば

れ
る
こ
と
が
、
注
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
天
暦
三
年
花
宴
で
は

「雨
降

〈
庭
中
皆
依
二
雨
儀

一
〉
。
楽
人
座
北
廊
、
舞
人
立
二
承
香

群
証
鶴
踊
絆紅
鰤
製
が
しが季
る。ま肉

‐２
①
献
詩
畢
、
近
衛
次
将
執
二
文
台
笛
一置
二
御
前

・

＊
献
詩
が
終
わ
っ
て
、
近
衛
次
将
が
文
台
の
富
を
取
り
、
御
前
に
置

『北
山
抄
」
で
も
同
様
に

「次
将
取
二
文
台
富

一、
置
二
御
前

■

と

あ
る
。
近
衛
次
将
が
文
台
を
取
る
こ
と
は
、
内
宴
の

「近
衛
次
将

執
二
文
台
富
一
奉
レ
置
二
御
前
東
辺
■

（
『撰
集
秘
記
』
所
引
清
涼

記

・
内
宴
事
）
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
重
陽
宴
で
は
、

「式
部
輔

取
二
文
台
厘
一
〈
割
注
略
〉
、
少
将
伝
取
置
二
内
弁
傍
■
　
（
『西

宮
記
』
九
日
節
会
事
）
と
式
部
輔
が
介
在
す
る
点
、
花
宴

・
内
宴

と
は
異
な
る
。

②
召
二
儒
士

一
人

一令
レ
読
レ
之

＊
儒
士
を
召
し
、
詩
を
講
ぜ
じ
む
。

御
前
に
文
台
の
富
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、儒
士
（＝
講
師
）

は
、御
前
に
召
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延
長
四
年
花
宴
で
は

「以

二
公
統
朝
臣
一為
二
講
師
一読
レ
詩
」
（
『河
海
抄
』
所
引
御
記
）
と
、

題
者
で
も
あ
っ
た
藤
原
公
統
が
、
天
暦
三
年
花
宴
で
は

「左
中
弁
朝

綱
講
レ
詩
」
と
、大
江
朝
網
が
、講
師
を
勤
め
て
い
る
。

③
文
人
依
レ
仰
進
候
二
硼
下
・

＊

（講
詩
の
間
）
文
人
、
廂
の
詢
下
に
候
す
。

講
詩
の
間
、
文
人
が
、
桜
樹
の
下
の
座
か
ら
離
れ
、
公
卿
座

（結

局
は
天
子
の
座
）
に
、
段
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
近
づ
く
こ
と
を
意

味
す
る
。

「北
山
抄
』
で
は

「講
詩
儀
、
如
二
常
例
一

〈延
長
四

年

・
康
保
四
年
、
文
人
近
候
二
翻
下
「
天
暦
九
年
、
五
位
以
上
皆

候
二
賛
子
一。
…

（中
略
）
…
康
保
四
年
、
殿
上
献
詩
者
、
不
レ
候
二

文
人
列
一
〉
」
と
、
文
人
の
位
置
を
様
々
に
例
示
し
て
い
る
。
ま
た

天
暦
三
年
花
宴
で
は

「文
人
等
昇
二
殿
上
一侯
」

（
『西
宮
記
」
）

と
昇
殿
す
ら
し
て
い
る
。
講
詩
の
時
に
、
文
人
が
、
天
子
の
座
に

近
づ
く
こ
と
は
、
内
宴
に
近
い
性
質
で
あ
先

④
読
レ
詩
畢
、
或
有
レ
勅
令
三
侍
臣
献
二
倭
歌
一
又
或
賜
二
挿
頭
王
卿

文
人
一
又
或
上
卿
献
二
御
挿
頭

・
〈
延
喜
十
七
年
間
十
月
五
日
菊
宴
、
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左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
献
二
御
挿
頭
一、
便
献
二
倭
歌
「
御
和
之
後
、
藤
原
朝

臣
下
レ
殿
拝
舞
、
次
読
二
侍
臣
所
レ
献
和
歌
一
〉

＊
講
詩
が
終
わ
り
、
或
い
は
和
歌
を
献
ず
。
ま
た
或
い
は
挿
頭
を
賜

う
。
ま
た
或
い
は
天
子
に
御
挿
頭
を
献
上
す
る
。

講
詩
が
終
わ
り
、
和
歌
が
献
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
儀
式
文
に
和
歌
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
る
の
は
、
同

じ
く

「新
儀
式
』
御
庚
申
事
に

「或
有
二
賦
詩
献
歌
之
事

■

の
他

見
え
な
い
。
康
保
三
年
花
宴
に

「子
レ
時
月
明
風
和
、
侍
臣
折
レ
花

（
挿
・脇

響

評

猛

唖
令
延
光
留

、米

一一一拿

一一聟

■

‐３
　

王
卿
己
下
給
レ
禄
有
レ
差

〈
王
卿
御
衣
、
侍
臣
井
楽
人
給
二
疋
絹
一
文

人
給
レ
綿
。
或
親
王
公
卿
井
近
侍
管
絃
者
召
如
（加
歎
）
二
御
女
装
東

一
給

レ
之
。
延
喜
十
二
年
三
月
九
日
例
也
〉

＊
王
卿
以
下
に
禄
を
賜
う
。

‐４
　
又
或
近
衛
次
将
唱
二
文
人
見
参

一給
レ
禄

＊
或

い
は
、
近
衛
次
将
、
見
参
し
た
文
人
の
名
を
唱
し
、
禄
を
賜

つヽ

。

以
上
が

「新
儀
式
』
に
規
定
さ
れ
る
花
宴
の
概
要
で
あ
る
。
儀
式
と

し
て
規
定
さ
れ
る
花
宴
は
、
清
涼
殿
を
場
と
し
、
桜
を
賞
で
詩
を
賦
す

宴
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
が
、

「新
儀
式
』
が
先
例

と
し
て
い
る
の
は
多
く
延
長
四
年
の
例
で
あ
っ
て
、
嵯
峨
朝
の
花
宴
で

は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
花
宴
と
嵯
峨
朝
の
花
宴
と
は
単
純
に

結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
そ
の
点
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
る
。

三
、
嵯
峨
朝
の
花
宴

嵯
峨
朝
の
花
宴
は
、

「
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
二
月
十

一
日
条
の

「幸
二
神
泉
苑
一
覧
二
花
樹

一。
命
二
文
人
一
賦
レ
詩
。
賜
レ
綿
有
レ
差
。
花

宴
之
節
始
二
於
此
一
臭
」
の
記
事
が
初
見
で
、
こ
れ
以
後
、
弘
仁
年
間

に
は
ほ
ぼ
毎
年
神
泉
苑
で
行
わ
れ
て
い
た
。
弘
仁
三
年
条
に
お
い
て
も

既
に

「花
宴
の
節
」
と
、
ま
た
弘
仁
五
年
三
月
四
日
の
藤
原
園
人
の
奏

上
に
も

「今
正
月
二
節
復
二
千
旧
例
「
九
月
准
■
二
月
「
去
弘
仁
三
年

已
来
、
更
加
二
花
宴

■

（
『類
衆
国
史
』
歳
時
五
・
九
月
九
日
）
と
あ
り
、

節
会
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
嵯
峨
朝
の
花

宴
に
つ
い
て
、
先
学
の
多
く
は
、

「新
儀
式
」
等
に
規
定
さ
れ
る

「花

宴
」
と
同
様
に
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、

「花
宴
」
と
い
う

名
称
と
嵯
峨
朝
の
花
宴
で
賦
さ
れ
た
詩
が

「桜
」
を
主
題
に
し
て
い
る

と
い
う
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
嵯
峨
朝
の
花
宴
は
そ
の
実
態
が
不
明
で
あ

り
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
れ
せ

こ
れ
に
関
し
て
は
後

藤
昭
雄
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
（
４

こ
の
花
宴
を
桜
花
の
宴
と
み
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
折

の
賦
詩
と
考
え
ら
れ
る

「凌
雲
集
』
所
収
の
嵯
峨
天
皇
の

「神

泉
苑
花
宴
、
賦
落
花
篇
」
、
お
よ
び
小
野
琴
守
と
高
丘
弟
越
の

「雑
言
、
於
神
泉
苑
侍
譲
賦
落
花
篇
、
応
製
」
の
い
ず
れ
に
も

桜
を
思
わ
せ
る
措
辞
は
な
く
、
む
し
ろ
、

「紅
英
落
つ
る
処
鶯
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乱
れ
鳴
く
、
紫
事
散
る
時
蝶
群
れ
驚
く
」

（嵯
峨
）
、

「昔
聞
く

一
県
河
陽
に
栄
え
し
こ
と
を
、
今
し
見
る
仙
学
秦
漢
を
避
く
る

こ
と
を
」
、

「梅
院
掃
は
ず
寸
余
の
紫
、
桃
源
委
積
均
ぬ
尺
所

の
紅
」

（小
野
琴
守
）
な
ど
の
句
が
あ

っ
て
、
桃
や
梅
を
詠
出
す

る
。
花
宴
節
を
観
桜
の
宴
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
、

「花
」
＝

「桜
」
と
い
う
認
識
は
平
安
初
期
に
は
固
定

し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
後
藤
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
詩
に
は
桜
を

示
す
表
現
は
な
い
。
ま
た

「
日
本
後
紀
』
の
記
事
に
お
い
て
も
、

「花
」
宴
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、

「花
」
を
桜
と
の
み
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
泉
苑
の
花
宴
と
は
、
春

の
花
を
観
賞
す
る
詩
宴
な
の
で
あ
っ
て
、

「花
」
は
桜
に
特
定
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
神
泉
苑
で
の
花
宴
が
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は
、

「新
儀
式
』
に
規
定
さ
れ
る
花
宴
と
直
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に

「新
儀
式
』

・
『北
山

抄
」
に
規
定
さ
れ
る
花
宴
は
、
清
涼
殿
で
桜
を
賞
翫
す
る
宴
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
但
し
、
花
宴
成
立
当
初
は
、
様
々
な
種
類
の
花
を
賞
で
る

詩
宴
で
あ
っ
た
の
が
、

『新
儀
式
』
が
編
纂
さ
れ
た
頃
に
は
、
そ
れ
が

「桜
」
に
固
定
さ
れ
、
開
催
の
場
所
も
、
重
陽
宴
が
神
泉
苑
か
ら
紫
農

殿
へ
と
移

っ
た
よ
う
に
、
神
泉
苑
か
ら
清
涼
殿
に
移

っ
た
の
で
あ
る
、

と
の
見
解
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
神
泉
苑
の
花
宴
は
、

「年
中
行

事
御
障
子
」
に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
廃
絶
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

「年
中
行
事
御
障
子
」
は
、
仁
和
元
年
に
藤
原
基
経
が

奉

っ
た
と
さ
れ
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
宮
廷
貴
族
の
間
で
共
通
基
盤
と

な
る
公
事
を
記
し
た
も
の
で
あ
な
ど

こ
れ
に
記
載
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
少
な
く
と
も
仁
和
元
年
以
前
に
は
既
に
花
宴
が
公
事
と
し
て
は

廃
絶
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、

「新
儀
式
』
の
花
宴
儀
式
文
は
、
醍
醐
朝
の
桜
の
詩
宴
の
次
第

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
嵯
峨
朝
の
花
宴
と
は

一
線
を
画
す
る
の
で
あ

２つ
。

四
、
花
宴
の
形
成

花
宴
の
形
成
の
背
景
に
は
、
桜
に
対
す
る
貴
族
達
の
趣
向
も
あ
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
掲
の
後
藤
氏
に
論
述
が
あ
る
。
詳

細
は
氏
の
論
に
譲
り
、
宮
中
に
お
け
る
花
宴
に
関
連
す
る
詩
宴
を
見
て

い
く
。
花
宴
に
つ
い
て
は
、
記
録
上

「花
宴
」
あ
る
い
は

「桜
花
宴
」

と
記
さ
れ
た
詩
宴
を
別
表
と
し
て
稿
末
に

一
覧
し
て
い
る
の
で
、
あ
わ

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

宇
多
朝
に
桜
を
賞
で
る
宴
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で

も
、
次
の
菅
原
道
真
の
詩
序
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

承
和
之
代
、
清
涼
殿
東
二
三
歩
、
有
二
一
桜
樹
一
樹
老
代
亦
変
、

代
変
樹
遂
枯
。
先
皇
駅
暦
之
初
、
事
皆
法
則
二
承
和
「
特
詔
二
知

レ
種
レ
樹
者

一、
移
二
山
木
一
備
二
庭
実

一。
移
得
之
後
、
十
有
余
年
、

枝
葉
惟
新
、
根
亥
如
レ
旧
。我
君
毎
レ
退
二
春
日
一、毎
レ
及
二
花
時
一

惜
二
紅
艶

一以
叙
二
叡
情
一、
翫
二
薫
香

一以
廻
二
恩
円
一。
此
花
之
遇
二
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此
時
一
也
、
紅
艶
与
二
薫
香

一
而
已
。
夫
到
節
可
レ
愛
、
貞
心
可
レ

憐
。
花
北
有
一一五
粒
松
一。
雖
レ
小
不
レ
失
二
到
節
一。
花
南
有
二
数
竿

竹
一。
雖
レ
細
能
守
二
貞
心
一。
人
皆
見
レ
花
、
不
レ
見
二
松
竹
・。
臣
願

我
君
兼
惜
二
松
竹
一云
爾
、
謹
序
。

（
『菅
家
文
草
』
五
・
聾

「春
惜
桜
花
応
製
一
首
井
序
」
）

既
に
後
藤
氏
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
清
涼
殿
の
東
の
庭
に
桜
が
あ

る
こ
と
の
由
来
が
書
か
れ
、

「我
が
君
春
日
に
過
ふ
毎
に
、
花
の
時
に

及
ぶ
毎
に
、
紅
艶
を
惜
し
み
以
て
叡
情
を
叙
し
、
薫
香
を
翫
び
て
以
て

恩
町
を
廻
ら
す
」
と
あ
り
、
宇
多
天
皇
の
も
と
清
涼
殿
の
桜
を
賞
翫
す

る
こ
と
が
、
文
飾
が
あ
る
に
し
て
も
、
毎
年
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
清
涼
殿
の
桜
を
賞
翫
す
る
こ
と
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
の

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
宇
多
朝
を
承
け
た
醍
醐
朝
は
、
花
宴
の
形
成
で
重
要
な
位

置
を
占
め
る
。
宇
多
朝
に
劣
ら
ず
宮
中
で
桜
を
賞
翫
す
る
宴
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
、
あ
る
程
度
記
録
が
残

っ
て
い
る
の

は
、
延
喜
十
七
年
と
延
長
四
年
の
も
の
で
あ
る
。

延
喜
十
七
年
三
月
六
日
乙
卯
御
記
日
、晩
頭
常
寧
殿
看
レ
花
。
命
二

実
頼
一令
レ
吹
レ
笛
、
令
二
一
両
侍
臣
唱
再
一。
臨
レ
昏
還
二
清
涼
殿
一

坐
二
東
北
廂
一。
参
議
保
忠
朝
臣
侍
二
殿
上
・。
桜
下
施
レ
起
、
召
下
大

内
記
理
平

。
直
二
内
御
書
所

一
勘
解
由
次
官
諸
蔭

・
播
磨
権
大
嫁

橘
正
臣

。
文
章
生
春
淵
善
規

・
坂
上
恒
蔭

。
藤
原
高
樹
等
上
令
レ

賦
下
春
夜
翫
二
桜
花
一
絶
句
上。
邦
基
朝
臣

。
当
袴

。
千
古

。
同
預

二
其
坐
一。
理
平
作
レ
序
。
子
二
剋
召
二
理
平
一
読
レ
詩
。
詑
給
二
文

人
綿
¨
又
鋪
二
坐
階
前
一
玄
上
朝
臣
以
下
侍
、
唱
可
之
。
召
二
備

前
介
善
行
一
弾
′
等
、
蔵
人
所
藤
原
有
時
吹
二
事
業
「
讃
岐
嫁
千

兼
弾
二
比
巴
一、
保
忠
朝
臣
時
々
弾
レ
琴
吹
レ
笙
。
夜
深
給
二
保
忠
朝

臣
御
衣
・侍
臣
絹
一。
息

（楽
力
）
所
殊
以
二
女
装
束
一。
給
二
近
侍
管

歌
盃
酒
者
一数
人
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『河
海
抄
』
花
宴
）

こ
れ
は
、
延
喜
十
七
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
常
寧
殿
で
桜
を
見
た

後
、
清
涼
殿
に
戻
り
、
大
内
記
理
平
以
下
に
詩
を
献
じ
さ
せ
て
い
る
。

「東
北
廂
」
の
座
や

「桜
下
」
の

「筵
」
、
あ
る
い
は

「楽
所
」
の
参

加
が
認
め
ら
れ
る
点
な
ど
、

「新
儀
式
』
に
規
定
さ
れ
る
座
と
等
し

い
。ま

た
、
延
長
四
年
も
、
延
喜
十
七
年
次
と
同
じ
く

『河
海
抄
』
所
引

の
延
喜
御
記
に
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
以
下
が
そ
の
全
文
で
あ
る
。

延
長
四
年
二
月
十
七
日
御
記
日
、
此
日
殿
前
桜
花
盛
開
。
仰
召
二

文
人
一
聯
開
二
花
宴
一。
昨
暮
罰
瑠
口
司
∃
則
割
り
引
到

谷
副
個
月

左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
参
。

卿
着
二
侍
子

「
令
レ
召
二
親
王

・
藤
原

刺
馴
劇
翻
ガ
翻
ヨ
淵
測
ヨ
コ
劇
珊
剣
コ
翻
洲
甜
藷
画
目
到

酉
~

剋 勇

③
．ヽ‐

・。
仰
令
レ
献
レ
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富

。

１

側
顎
鼎
嘲
引
硼
司

又
仰
令
レ
探
二
詢
字
「

劉

側

馴

劉

月

戦
臣

・
元
力

・
在
衡

・
維
時

ヂ
甫
等

一
探
レ
勘
、
冷
レ
就
レ
進
二
中

座
「
子

給
二
酒
肴

「
中
納
言
藤
原
朝
臣
参
入
。
仰
令

レ
探
レ
駒
。
「翻
樹
調
「
劉
畑
馴
劉
酬
ョ
因
コ
肺
々
令
レ
奏

一音

管
絃
。
頻
奏
吟
詠

・
不
り
止
。
仰
二
常
陸
太
守
親
王
一
弾
レ
等
、
中
納
言

藤
原
朝
臣
弾
レ
琴
。川
割
劇
型
コ
劉
剛
「
「
劇
冒
翻
瀾
畢
Ｊ
¶
ａ
州

編
「
相
劇
「
国
淵
硼
劃
劇
到
コ
綱
コ
寅
二
刻
入
内
、
侍
臣
退
出
。

こ
れ
は
、
第
二
節
で
も
個
別
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「新
儀
式
』
花

宴
儀
式
次
第
に
近
似
し
て
い
る
。
引
用
文
に
は
対
応
す
る
部
分
に
番
号

を
付
し
て
お
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が

「新
儀
式
」
所
収
の
花
宴
の
儀
式

次
第
に
対
応
し
て
い
る
。
対
応
す
る
番
号
が
な
い
の
は
、
３
④
の
文
台

の
設
営
、
８
④
の
献
序
、
９
①
の
韻
器
の
準
備
、

１４
の
文
人
目
録
の
唱

で
あ
る
が
、
探
韻
賦
詩
が
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
文
台
や
韻
器
は
実
際

は
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
延
長
四
年
の
花
宴

は
、

「新
儀
式
』
の
規
定
に
従

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
程
に

整
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
、
花
宴
が
恒
例
の
公

宴
詩
会
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
に
は
疑
間
が
残

る
。
例
え
ば
、
次
の
朱
雀
朝
に
お
い
て
天
慶
四
年
三
月
十
五
日
に
は

「於
二
承
香
殿
東
庭
一
有
二
花
宴
「
題
云
、
花
樹
雪
雲
深
」

（
「日
本
紀

略
」
）
と

「承
香
殿
東
庭
」
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
天
慶
八
年
八

月
十
九
日
に
も

「於
二
承
香
殿
一
有
二
花
宴

■
　
（同
）
と
行
わ
れ
て
は

い
る
が
、
季
節
的
に
桜
の
宴
で
は
な
い
。
記
録
上
、
花
宴
が
し
ば
し
催

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は

「新
儀
式
』
以

下
の
儀
式
書
が
規
定
す
る
、
清
涼
殿
で
の
桜
の
宴
と
し
て
の
み
開
催
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
花
宴
が
公
宴
詩
会
と
し
て
公
に
定
め

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
公
的
に
儀
式

書
で
花
宴
が
規
定
さ
れ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
天
皇
主
催
で
宮
中
で
行
わ

れ
る
場
合
に
は
、
儀
式
次
第
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
原
則
だ
か
ら
で

あ
る
。
例
え
ば
、
正
月
の
内
宴
は
、

「内
宴
」
と
い
う
名
称
が
表
す
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
は
天
皇
が
行
う
内
々
の
宴
を
指
す
の
で
あ

っ
て
公
宴

詩
会
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
天
長

・
承
和
期
に
公
宴
詩
会

と
し
て
規
定
さ
れ
て
以
降
、
内
宴
は
、
原
則
と
し
て
正
月
二
十
日
辺
に

仁
寿
殿
で
行
わ
れ
る
詩
宴
を
指
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の
詩
会
が

「内
宴
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
儀
式
書
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
と
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「新
儀
式
』
に
規
定
さ
れ
る
以
上
、
花
宴
は
、
清
涼
殿
の
桜
の
宴
を
示

す
こ
と
に
な
る
。
醍
醐

・
朱
雀
朝
で
場
所

。
時
期
と
も
に
固
定
さ
れ
て

い
な
い
の
は
、
花
宴
が
恒
例
の
行
事
で
は
な
く
、
臨
時
に
開
催
さ
れ
る

曲
宴
と
い
う
べ
き
儀
式
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

花
宴
は
、
村
上
朝
成
立
の

「新
儀
式
』
に
お
い
て
清
涼
殿
儀
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
花
宴
関
連
年
表
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
村
上
朝
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に
お
い
て
、
記
録
上
、
場
所
を
明
記
し
た
花
宴
が
、
清
涼
殿
で
の
場
合

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
場
所
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
で
も
清

涼
殿
花
諄
■
認
め
ら
れ
、
村
上
朝
辺
か
ら
恒
例
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

五
、
清
涼
殿
儀
以
外
の
花
宴

村
上
朝
で
公
宴
詩
会
と
し
て
確
立
し
た
花
宴
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

あ
っ
て
、
清
涼
殿
以
外
の
場
で
開
催
さ
れ
た
花
宴
が
存
在
す
る
。
こ
れ

ら
が
公
宴
詩
会
と
し
て
の
花
宴
に
含
ま
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
以

下
に
あ
げ
た
０
か
ら
ｄ
ま
で
の
、
四
度
が
清
涼
殿
以
外
の
花
宴
で
あ

２一
。

０
応
和
元
年
三
月
五
日
、
冷
泉
院
釣
殿
花
宴
、
及
び
擬
文
章
生

試
Ｕ
康
保
二
年
三
月
五
日
、
紫
農
殿
花
宴

０
貞
元
二
年
三
月
二
十
六
日
、
円
融
天
皇
、
太
政
大
臣
藤
原
兼

通
閑
院
亭
行
幸
、
花
宴

ｄ
寛
弘
三
年
三
月
四
日
、　
一
条
天
皇
、
東
三
条
殿
花
宴

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
清
涼
殿
儀
と
し
て
花
宴
が
規
定
さ
れ
て
い

る
以
上
、
そ
れ
以
外
の
場
で
の
花
宴
は
、
原
則
的
に
は
別
個
に
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
０
で
あ
る
が
、

「日
本
紀
略
』
の
記
述
を
あ
げ
る
。

五
日
戊
戊
、
天
皇
御
二
釣
台
「
召
二
文
人
「
有
二
桜
花
宴
「
花
光

水
上
浮
。
召
二
擬
文
章
生
於
池
中
嶋
一
奉
レ
試
。
題
、
流
鴬
遠
和

琴

〈
勅
題
也
〉
。
又
有
二
笙
歌
之
興
一。
文
時
献
レ
序
。
□
□
為
二
講

師
一
。
文
人
四
位
五
人
、
五
位
十
四
人
、
諸
司
六
位
四
人
、
文
章

得
業
生
二
人
、
文
章
生
三
人
、
擬
文
章
生
廿
人
、
学
生
二
人
。

准
下
延
喜
十
六
年
九
月
廿
八
日
行
ゴ
幸
朱
雀
院
一
之
例
上
也
。

（
『日
本
紀
略
』
応
和
元
年
二
月
）

「日
本
紀
略
』
で
は

「桜
花
宴
」
と
あ
る
が
、

「扶
桑
略
記
』
の
同

日
条
で

「於
二
冷
泉
院
釣
殿
一
有
二
花
宴
こ

と
、
ま
た

『小
右
記
」
寛

仁
二
年
十
月
廿
二
日
条
で

「文
台
紙
筆
預
置
、
応
和
元
年
冷
泉
院
花
宴

例
歎
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り

「花
宴
」
と
し
て
扱
う
が
、
こ
の
時
は
冷

泉
院
で
行
わ
れ
て
い
る
。
清
涼
殿
で
行
う
と
い
う
原
則
か
ら
い
え
ば
、

規
定
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
表
題
に
も

示
し
た
よ
う
に
擬
文
章
生
試
も
行
わ
れ
て
お
り
、
公
宴
詩
会
の
花
宴
と

は
、
別
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
冷
泉
院
で
行
わ
れ
た
の

は
、
村
上
天
皇
が
、
前
年
天
徳
四
年
九
月
二
十
三
日
の
内
裏
焼
亡
に

よ
っ
て
、
同
年
十

一
月
四
日
に
冷
泉
院
に
遷
御
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
冷
泉
院
は
、
天
皇
が
、
内
裏
の
修
造
や
炎
上
に
よ
っ
て
他
に
移
る

場
合
が
生
じ
た
と
き
に
御
在
所
に
あ
て
ら
れ
る

「後
院
唾
で
、
村
上
天

皇
は
、
こ
の
内
裏
焼
亡
に
よ
っ
て
、
後
院
で
あ
る
冷
泉
院
に
移
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
冷
泉
院
に
遷
御
し
て
も
花
宴
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
意
志
の
も
と
に
、
開
催
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
但

し
、
記
録
上
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
憶
測
に

過
ぎ
な
い
。
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り
は
、
記
録
上
唯

一
の
紫
農
殿
で
の
花
宴
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
記
録
は
、

「袋

草
紙
」
に
詳
細
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「河
海
抄
』
の
記
事
を
あ
げ

２つ
。

康
保
二
年
三
月
五
日
丙
子
、今
日
有
二
花
宴
事

一。
尋
二
其
由
緒

一、
去

正
月
廿
七
日
、
堀
二
東
都
桜
樹
一植
二
南
殿
巽
角

一。
白
沙
埋
レ
根
、

朱
欄
迎
レ
柔
。
項
月
之
間
、
逐
レ
日
鮮
明
。
上
達
部
今
留
二
此
座
一

共
憐
二
其
意

一。
自
二
日
中
一及
二
夜
半
一。
詠
二
古
詩
一誦
二
新
可
・。
且

以
眺
望
、
且
以
愛
翫
而
已
。
但
此
間
行
事
具
見
二
陣
記
一

〈
以
下

略
記
〉
。

正
月
二
十
七
日
に
東
都
の
桜
の
樹
を
南
殿

（＝
紫
寝
殿
）
に
植
え
た

と
こ
ろ
、
こ
の
頃
日
を
追
っ
て
美
し
く
な
り
、
上
達
部
達
が
、
そ
こ
に

留
ま
り
、
古
詩
を
詠
じ
新
た
に
歌
を
作

っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
公
宴
詩
会
と
し
て
の
花
宴
で
は
な

く
、
臨
時
に
集
ま
っ
て
和
歌
を
詠
ん
だ
会
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
事
実
、
こ
の

「河
海
抄
』
の
記
録
も
、
よ
り
詳
細
な

『袋
草
紙
」

の
記
述
も
、

「新
儀
式
』
規
定
の
花
宴
儀
式
次
第
と
は

一
致
し
な
い
。

最
も
大
き
な
相
違
は
、

「古
詩
」
を
誦
し

「新
歌
」
を
詠
ん
だ
と
い
う

点
で
、
詩
会
と
し
て
の
規
定
か
ら
完
全
に
は
ず
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
、

こ
の
宴
を
開
い
た
所
以
を
詳
し
く
記
す
の
も
、
恒
例
の
詩
会
で
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
花
宴
は
、
紫
農
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
公
的
な
地
位
が
高
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て

『
八
雲
御
抄
」
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

雖
一一禁
中
「
便
所
会
ハ
、
私
事
也
。
傷
康
保
花
宴
ニ
ハ
、
雖
レ
有

二
御
製

一、
密
儀
也
。
”
准
二
私
事
一。
小
内
記
昌
言
書
レ
之
。

（
『八
雲
御
抄
』
二
・
作
法
部
）

こ
の
記
事
も
、
康
保
二
年
の
花
宴
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
禁
中

で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、

「便
所
の
会
」
は

「私
事
」
で
あ
り
、
康
保

の
花
宴
も
、
た
と
え
御
製
が
あ

っ
た
と
し
て
も

「密
儀
」
で
あ
る
、
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後
世
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
参
考
に
す
る
べ
き

で
、
こ
の
花
宴
は
、
公
宴
詩
会
の
花
宴
と
は
別
に
と
ら
え
る
べ
き
宴
な

の
で
あ
れ
∝

０
は
、

「扶
桑
略
記
』
に
記
録
が
残
る
。

貞
元
二
年
丁
丑
三
月
廿
六
日
、行
肇

於
大
相
国
（兼
通
）
閑
院
第

一。

有
二
花
宴

・。
賦
レ
詩
、
奏
レ
楽
。　
　
　
　
　
　
（
「扶
桑
略
記
』
）

こ
れ
は
、
引
用
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
行
幸
先
で
の
花
宴
で
あ
る
か

ら
、
別
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｕ
は
、
０
に
近
い
状
況
で
あ
る
。
山
中
氏
の
論
を
あ
げ
な
ど

…

（前
略
）
…
寛
弘
三
年
の
花
宴
の
儀
の
特
徴
を
み
よ
う
。
ま
ず

御
堂
関
白
記
の
同
年
三
月
三
日
の
条
に
は
、

南
殿
奉
コ
仕
御
装
束
一

（中
略
）
新
帳
御
帷
井
壁
代

・
御
几
帳

等
、皆
以
新
。
殿
四
面
懸
二
御
簾
「
母
屋
六
間
四
十
懸
二
壁
代
一

階
間
立
二
御
帳
一
西
四
面
間
為
二
御
所
「
御
帳
装
東
如
二
清
涼

殿
一。

と
あ

っ
て
、
花
宴
を
行
な
う
た
め
に
、
道
長
の
東
三
条
第
の
御

帳
な
ど
を
新
た
に
し
、
そ
の
新
装
東
は
清
涼
殿
の
如
く
に
し
た

―H―



と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
花
宴
の
儀
が
清
涼
殿
で
行
な
わ
れ
る

の
が
常
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
…

（中
略
）
…

又
、
前
年
の
寛
弘
二
年
十

一
月
十
五
日
に
は
内
裏
が
焼
失
し
、

同
二
十
七
日
に
、　
一
条
天
皇
は
中
宮
彰
子
と
と
も
に
東
三
条
第

に
遷
御
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
当
時
、
東
三
条
第
は
里
内

裏
で
あ
る
。

後
半
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
年
内
裏
が
焼
失
し
、　
一
条
天
皇
は

東
三
条
第
に
移

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
花
宴
は
、
東
三
条
第

で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
０
の
冷
泉
院
花
宴
の
場
合
と
同

様
で
、
し
か
も
、
山
中
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
装
束
が
清
涼

殿
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
清
涼
殿
儀
と
し
て
の
花
宴
を
意
識
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
０
の
冷
泉
院
花
宴
よ
り
も
公
宴
詩
会
と
し
て

の
花
宴
に
準
じ
て
い
た
、
と
い
え
よ
う
。

以
上
四
度
の
う
ち
、
０
と
０
は
、
公
宴
詩
会
と
し
て
の
花
宴
そ
の
も

の
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
花
宴
に
準
じ
て
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
内
裏
炎
上
と
い
う
理
由
が
あ
る
か
ら
で
、
例
外

的
な
措
置
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
公
宴
儀
式
と
は
、

「君
臣
上
下
の
秩
序
と
上
奏
、
下
達
の

形
式
と
を
、
空
間
的
位
置
と
参
列
者
の
行
動
と
に
表
現
す
る
よ
う
に
仕

組
ん
だ

一
種
の
演
技
で
あ
っ
て
、
儀．
式。
に
規．
定。
し．
て．
あ．
る．
そ．
の．
次。
第．
書．

き。
の．
通．
り。
に
、。
毎。
年．
繰．
返．
し
て。
参．
列．
者．
を．
行．
動．
せ．
し。
め．
、
彼
等
を
し

て
、
日
と
耳
と
再
拝
等
の
行
動
等
に
よ
っ
て
、
君
臣
上
下
の
秩
序
と
自

己
の
地
位
分
限
と
を
覚
ら
し
め
る
嘔
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
先

に
も
触
れ
た
が
、
内
宴
と
呼
ば
れ
る
公
宴
詩
会
は
、
毎
年
正
月
二
十
日

辺
に
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
て
こ
そ
、
公
宴
詩
会
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す

の
で
あ
る
。
花
宴
の
機
能
も
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
Ｏ
Ｕ
は
内
裏
炎
上
と
い
う
事
態
で
あ
る
か
ら
措
く
と
し
て
も
、
り

０
は
、
花
宴
と
呼
ば
れ
な
が
ら
場
所
も
儀
式
次
第
も
別
個
の
詩
会

（あ

る
い
は
歌
〈こ

と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
宴
詩
会
と
し
て
の
機

能
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
花
宴
が
公
宴
詩
会

と
し
て
儀
式
書
で
規
定
さ
れ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｕ
Ｏ
の
よ
う
に
、

そ
れ
と
は
異
な
る
桜
の
宴
を
も

「花
宴
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
問
題

に
な
ろ
う
。
こ
の
点
も
含
め
、
花
宴
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
花
宴
の
性
格

第
二
節
の
花
宴
儀
式
次
第
略
注
で
も
触
れ
て
お
い
た
が
、
花
宴
は
内

宴
と
近
い
性
格
を
持

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
花
宴
の
開
催
さ
れ
る
清

涼
殿
は
天
皇
の
常
の
御
在
所
で
、

「
天
皇
の
私
的
行
義
『
が
行
わ
れ

る
。
内
宴
の
行
わ
れ
る
仁
寿
殿
も
ま
た
平
安
初
期
に
お
い
て
は
、
天
皇

の
常
の
御
在
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
重
陽
宴
が
、
重
要
な
儀
式

。
節

会
が
行
わ
れ
る
紫
農
殿
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。

次
に
重
要
な
の
が
、
略
注
の
１２
③
で
指
摘
し
た
が
、
御
前
で
詩
が
講

じ
ら
れ
る
時
、
桜
樹
下
の
座
に
い
た
文
人
が
、
東
廂
の
御
の
下
に
移
動

す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
重
陽
宴
に
お
い
て
は
文
人
は
、
紫
農
殿



の
庭
の
座
か
ら
は
動
く
こ
と
は
な
く
、
花
宴
で
の
こ
の
文
人
の
移
動

は
、
天
皇
の
座

へ
の
接
近
を
意
味
し
て
い
る
。
略
注
部
分
に

「北
山

抄
」
を
引
い
て
お
い
た
が
、
天
暦
九
年
の
花
宴
で
は
、
五
位
以
上
の
文

人
は
黄
子
に
ま
で
昇

っ
て
い
る
。
天
暦
三
年
の
花
宴
に
お
い
て
は
、
文

人
は
殿
上
に
す
ら
昇
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
人
の
天
子
の
座
へ
の
接

近
も
、
内
宴
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
内
宴
で
も
、
文
人
は
、
最
初
は
天

子
か
ら
離
れ
た
座
に
居
る
の
で
あ
る
が
、
講
詩
が
始
ま
る
と
御
前
に
候

す
の
で
あ
る
。

内
宴
は
、
仁
寿
殿
と
い
う
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
で
の
儀
式
で

あ
り
、
詩
の
披
講
の
時
に
は
、
文
人
ま
で
も
が
天
皇
に
近
接
す
る
と
い

う
、
天
子
の
私
の
宴

・
密
宴
と
呼
ぶ
の
に
相
応
し
い
公
宴
詩
会
な
の
で

あ
る
が
、
花
宴
も
、
清
涼
殿
と
い
う
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
で
行

わ
れ
、
披
講
の
時
に
は
、
文
人
が
天
皇
の
方
へ
近
づ
く
。
花
宴
は
、
内

宴
に
似
た
、
天
皇
の
私
の
宴

・
密
宴
と
い
う
性
格
を
持
つ
公
宴
詩
会
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
花
宴
は
、
内
宴
と
似
た
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
成
立
時
期
の
差
か
ら
か
、
そ
の
地
位
に
は
違
い
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
五
節
で
も
触
れ
た
が
、
公
宴
詩
会
で
は
な

い
に
も
関
わ
ら
ず

「花
宴
」
と
称
さ
れ
る
宴
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
端

的
に
窺
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
内
宴
で
は
見
出
せ
な
い
状
況
で
あ

る
。
そ
れ
ほ
ど

「内
宴
」
と
い
う
名
前
は
公
宴
儀
式
と
し
て
の
拘
束
力

が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
し
、
天
皇
主
催
の
公
的
文
学
生

成
の
場
と
し
て
の
権
威
性
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
に
引
き
替
え

花
宴
は
、
天
皇
主
催
と
は
い
え
臨
時
の
詩
会
で
も
そ
の
名
称
が
使
わ
れ

て
い
た
。
ま
た
天
暦
三
年
三
月
十

一
日
に
は
、

「今
日
、
太
上
天
皇
於

二
二
条
院
一有
二
花
宴

一。
式
部
卿
敦
実
親
王
、中
務
卿
重
明
親
王
、左
右
大

臣
以
下
参
候
。
式
部
大
輔
維
時
朝
臣
以
下
廿
二
人
召
二
文
人
「
題
云
、

落
花
乱
二
舞
衣
¨
奏
一一音
楽
「
王
卿
賜
レ
禄
有
レ
差
」
（『日
本
紀
略
じ

と

朱
雀
上
皇
が
花
宴
を
行
っ
て
い
る
。
内
宴
と
よ
ば
れ
る
宴
は
、
そ
れ
だ

け
で

『儀
式
』

。
「
西
宮
記
」
等
の
儀
式
書
に
定
め
ら
れ
る
儀
式
文
に

則

っ
た
公
宴
詩
会
で
あ
る
こ
と
が
当
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
花
宴

に
は
そ
の
よ
う
な
拘
束
性
が
な
い
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
内
宴
の

よ
う
に
平
安
初
期
か
ら
公
宴
詩
会
と
し
て
成
り
立

っ
た
宴
と
同
様
な
拘

束
力
を
花
宴
に
持
た
せ
る
程
の
権
威
性
が
、
村
上
朝
で
は
薄
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
宴
―
重
陽
宴
も
同
様

で
あ
る
が
―
で
は
、
内
教
坊
に
よ
る
舞
楽
が
奏
さ
れ
る
が
、
花
宴
で
は

「楽
所
絃
歌
者
」
が
楽
を
奏
す
の
で
あ
る
。
楽
所
に
つ
い
て
は
様
々
な

研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
有
吉
恭
子
氏
の
次
の
見
解
は
参
考
に
な

を
ぉ

延
喜
十
九
年
の
代
明
親
王
元
服
の
際
に
は
楽
所
の
管
絃
者
が
奏

楽
を
行
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

「新
儀
式
』
巻
四

・
五
、

「
西
宮
記
』
巻
十

一
に
よ
る
と
同
じ
元
服
で
も
天
皇
、
皇
太
子

の
場
合
と
な
る
と
雅
楽
寮
が
奏
楽
を
行
な

っ
て
お
り
、
親
王
元

服
は
近
衛
府
か
楽
所
が
奏
楽
に
携
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同

様
の
こ
と
は
承
平
四
年
の
御
賀
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
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る
。

「新
儀
式
』
巻
四
に
天
皇
の
御
賀
と
上
皇
、
太
后
の
御
賀

と
三
通
り
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
天
皇
の
場
合
は

雅
楽
寮
が
奏
楽
を
行
な
う
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
上

皇
、
太
后
の
場
合
は
い
ず
れ
も
楽
所
が
関
与
す
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
お
り
、
雅
楽
寮
に
よ
る
奏
楽
は
原
則
と
し
て
行
な
わ
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
楽
所
の
も
つ
意
味

を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
、
楽
所
は
雅
楽
寮
の
公
式
な
奏
楽
に

対
し
て
よ
り
私
的
な
奏
楽
で
あ
り
、
こ
の
使
い
分
け
は
十
世
紀

に
お
け
る
政
治
意
識
の
反
映
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
元
服

・
御
賀
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
あ
る
が
、
楽
所
の
奏

楽
は
、
天
皇
元
服

。
御
賀
な
ど
の
強
く
公
的
性
格
を
持
つ
場
で
は
な
さ

れ
る
こ
と
が
な
く
、
私
的
な
場
で
な
さ
れ
る
と
い
う
。
雅
楽
寮
と
楽
所

と
の
比
較
で
あ
る
か
ら
、
内
教
坊
と
楽
所
の
性
格
の
差
と
同
列
に
は
扱

え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
内
教
坊
が
、
唐
制
に
倣
い

「唐
使
の
入
朝
に
備

え
て
女
楽
を
そ
の
饗
宴
の
庭
に
奏
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
『
）と

い
わ
れ

る
よ
う
に
、
公
的
で
あ
っ
た
の
と
比
べ
れ
ば
、
楽
所
は
よ
り
私
的
な
奏

楽
を
行
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
花
宴
が
、
内
宴

よ
り
も
更
に
私
的
性
格
の
強
い
公
宴
詩
会
で
あ
つ
た
こ
と
を
指
し
示
す

事
例
で
あ
る
。

花
宴
は
、
村
上
朝
に
公
宴
詩
会
と
し
て
成
立
し
た
儀
式
で
あ
る
。
そ

れ
が
内
宴
や
重
陽
宴
の
よ
う
な
権
威
性

・
拘
束
性
を
持
た
な
い
私
的
な

宴
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
村
上
朝
の
文
壇
の
あ
り
方
を
表
し
て
い
る
と
も

い
え
る
。
花
宴
は
、
村
上
朝
以
前
、
醍
醐
朝
に
お
い
て
公
宴
詩
会
と
し

て
で
は
な
く
臨
時
の
御
前
詩
会
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
村

上
朝
で
は
、
ほ
ぼ
同
じ
形
式
で
公
宴
詩
会
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
村
上
朝
前
後
の
文
壇
状
況
も
加
味
し
つ
つ
考

察
を
加
え
よ
う
。

七
、
花
宴
と
村
上
朝
文
壇
―
公
宴
詩
会
と
御
前
詩
会
―

村
上
朝
に
成
立
し
た
公
宴
詩
会

・
花
宴
は
、
円
融
朝
に
確
認
で
き
る

も
の
の
そ
れ
以
後
見
え
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
、
花
宴
の
、
御
前
詩
会

と
等
し
い
と
も
い
え
る
私
的
性
格
が
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
村
上

朝
前
後
の
文
壇
と
し
て
、
醍
醐
朝
と

一
条
朝
の
状
況
を
確
認
す
る
。
以

下
に
、
便
宜
的
に
数
値
で
表
し
て
お
い
た
。

醍
醐
朝

（三
十
四
年
間
）
の
詩
会

天
皇
主
催
の
詩
会
　
五
十
六
回

〔内
、
公
宴
詩
銀
ｃ

四
十
回

（＝
内

宴
二
十
回
、
重
陽
宴
二
十
醸
望
〕

一
条
朝

（二
十
六
年
間
）
の
詩
会

天
皇
主
催
の
詩
会
　
四
十
六
回

〔内
、
公
宴
詩
会
　
エハ
回

（＝
内
宴

一回
、
重
陽
宴
五
Ｌ
）〕

こ
れ
を
比
較
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、　
一
条
朝
で
は
、
天
皇
主
催
の

詩
会
に
お
い
て
、
公
宴
詩
会
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。　
一
条
朝

で
、
公
宴
詩
会
以
外
の
天
皇
主
催
の
詩
会
の
多
く
は
、
公
卿
を
殿
上
に

召
し
て
の
御
前
詩
会
で
、
そ
う
し
た
御
前
詩
会
が
増
加
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
に
引
き
替
え
、
醍
醐
朝
は
、
公
宴
詩
会
を
中
心
と
す

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
前
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
の
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で
詳
細
は
譲
る
場
）

平
安
初
期
の
詩
会
は
、
天
皇
主
催
の
、
そ
れ
も
恒

例
の
公
宴
詩
会
が
主
で
あ
り
、
そ
の
公
宴
詩
会
は
、
律
令
社
会
の
秩
序

維
持
の
方
策
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
、　
一
条
朝
に
な
る
と
、

公
宴
詩
会
は
激
減
し
臨
時
の
御
前
詩
会
が
増
え
、
律
令
社
会
の
文
学
の

場
と
し
て
の
公
宴
詩
会
の
機
能
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
醍
醐
朝
と

一
条
朝
の
間
に
位
置
す
る
村
上
朝
の
文
壇
状
況
を
あ

げ
る
。村

上
朝

（二
十
二
年
間
）
の
詩
会

は難
蹴
靭
ゴ
辟
端
鈴
覗
昴
一庁」一世
一只
＝

村
上
朝
に
お
い
て
は
、
天
皇
主
催
の
詩
会
は
、
数
値
だ
け
で
は
、
公

宴
詩
会
は
合
計
二
十
三
回
、
そ
れ
以
外
が
二
十
六
回
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同

数
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
醍
醐
朝
か
ら

一
条
朝

へ
の
移
行
過
程
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

花
宴
は
こ
う
し
た
村
上
朝
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
醍
醐
朝

・
村

上
朝

。
一
条
朝
の
天
皇
主
催
の
公
宴
詩
会
の
数
値
を
今

一
度
確
認
す
れ

ば
、
そ
の
内
訳
は
、
醍
醐
朝
で
は
、
内
宴

。
重
陽
宴
は
二
十
回
ず
つ
、

村
上
朝
で
も
相
対
的
に
数
は
減
少
し
て
い
る
が
、
曲
水
宴
が
少
な
い
も

の
の
内
宴
以
下
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、　
一
条
朝
で
は
、
重

陽
宴
が
五
回
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
内
宴
は

一
度
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
花
宴
は
、
先
述
し
た
寛
弘
三
年
の
東
三
条
殿
で
の
花
宴
を
含
め

て
も

一
度
だ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
あ
り
、
単
純
に
数

値
だ
け
を
比
較
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
殊
に
公
宴
詩
会
が

激
減
し
た

一
条
朝
に
お
い
て
、
重
陽
宴
は
、
村
上
朝
の
残
菊
宴
ほ
ど
に

は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
宴

・
花
宴
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
公
宴
詩
会
の
衰
退
の
過
程
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
同
時

に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
な
要
素

が
あ
っ
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
内
宴

・
花
宴
と
い
う
性
格

の
近
似
し
た
公
宴
詩
会
が
ま
ず
開
催
さ
れ
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
詩
会
と
重
陽
宴
の
相
違
点
に
、
こ
う
し
た
状
況
を

現
出
さ
せ
た
要
因
が
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

最
も
重
要
な
の
は
、
内
宴

・
花
宴
が
、
仁
寿
殿

。
清
涼
殿
と
い
う
天

皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
で
、
前
者
が
正
月
二
十
日
辺
、
後
者
が
二
月

三
月
の
適
当
な
時
期
に
行
わ
れ
る
、
天
皇
の
私
的
行
事
で
あ
る
の
に
対

し
、
重
陽
宴
が
、
紫
震
殿
と
い
う
儀
式
の
場
で
、
九
月
九
日
と
い
う
節

日
に
行
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

醍
醐
朝
か
ら

一
条
朝
に
か
け
て
、
天
皇
主
催
の
詩
会
は
、
公
宴
詩
会

か
ら
御
前
詩
会
へ
と
中
心
を
遷
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
、

内
宴

・
花
宴
は
、
こ
う
し
た
御
前
詩
会
の
中
へ
解
体
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
重
陽
宴
は
、
九
月
九
日
節
会
と
い
う
重
い
行
事

で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
、
公
宴
詩
会
の
衰
退
期
で
も
あ
る

一
条
朝
で
も

五
回
催
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
五
回
以
外
は
、
紫
農
殿
の
重
陽

宴
と
い
う
形
で
は
な
く
、
平
座
と
い
う
天
皇
が
出
御
し
な
い
儀
式
に

よ
っ
て
重
陽
の
菊
酒
が
振
る
舞
わ
れ
、
そ
の
後
、
公
卿
が
御
前
に
召
さ

れ
て
詩
会

（＝
御
前
詩
会
）
が
開
か
れ
る
と
い
う
、
分
裂
し
た
状
況
に



な
＆
∝
重
陽
宴
さ
え
も
が
、
そ
う
し
た
状
況
で
あ
る
な
ら
、
元
来
が
天

皇
の
私
的
行
事
で
あ
っ
た
内
宴

・
花
宴
は
、
早
々
に
御
前
詩
会
の
中
ヘ

埋
も
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
花
宴
が
村
上
朝
以
後
開

催
さ
れ
な
く
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
天
皇
主
催
の
詩
会
の
変
遷
に
要
因

が
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
御
前
詩
会
と
同
質
の
性
格
を
持
つ
、
し
か

も
内
宴
よ
り
も
更
に
私
的
な
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
花
宴
が
、
村

上
朝
に
公
宴
詩
会
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
、
村
上
朝
の
詩
会
の
数
値
を
あ
げ
、
村
上
朝
は
、
醍
醐
朝
か
ら

一
条
朝
へ
の
、
公
宴
詩
会
か
ら
御
前
詩
会
へ
の
移
行
期
に
あ
る
と
述
べ

た
。
数
値
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
見
解
が
成
り
立
つ
が
、
そ
の
内
実
を
詳

し
く
見
る
と
、
村
上
朝
は
公
宴
詩
会
の
復
興
期
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

内
宴
は
、
村
上
天
皇
の
母
太
皇
太
后
藤
原
穏
子
の
正
月
崩
御
の
た
め
、

正
月
が
御
忌
月
に
な
り
取
り
や
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た

の
を
、
二
月
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
さ
せ
て
い
場
∝

ま
た
重
陽
宴

は
、
九
月
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
醍
醐
天
皇
の
崩
御
が
九
月
で

あ
っ
た
た
め
御
忌
月
に
な
り
、
醍
醐
朝
の
次
の
朱
雀
朝
に
は
、
重
陽
宴

は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
を
、
村
上
朝
天
暦
四
年
に
、
九
月
の
重

陽
宴
を
、
十
月
に
残
菊
宴
と
し
て
復
興
さ
せ
た
の
で
あ
為
∝

内
宴

・
重
陽
宴
が
、
共
に
停
止
の
危
機
に
あ
つ
た
の
が
村
上
朝
な
の

で
あ
る
が
、
両
者
共
に
開
催
月
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
つ
て
存
続
さ
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
村
上
朝
は
、
数
値
か
ら
い
え
ば
、
公
宴
詩
会
が
減
少

し
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
、
停
止
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ

た
公
宴
詩
会
を
、
月
を
ず
ら
し
て
ま
で
復
興
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
数

値
以
上
に
公
宴
詩
会
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
花
宴
が

公
宴
詩
会
と
し
て
成
立
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
が
関
連
し
よ

う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
後
の

一
条
朝
と
は
正
反
対
の
状
況
で
あ
る
。

村
上
朝
で
は
、
御
前
詩
会
と
同
質
の
花
宴
を
公
宴
詩
会
に
引
き
上
げ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、　
一
条
朝
は
、
重
陽
宴
で
さ
え
も
が
平
座
と
御
前
詩

会
と
に
分
裂
す
る
形
で
、
公
宴
詩
会
か
ら
御
前
詩
会
へ
の
変
遷
を
如
実

に
表
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

御
前
詩
会
は
天
皇
の
嗜
好
に
即
し
、
臨
時
に
行
わ
れ
る
詩
会
で
、
賦

詩
行
為
そ
の
も
の
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
、
公
宴
詩
会
は
公
的
に
定
め
ら
れ
る
儀
式
で
あ
り
、
律
令
社
会
の

秩
序
維
持
の
方
策
の

一
環
と
し
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
。
花
宴
は
、
私

的
性
格
を
強
く
持
つ
と
は
い
え
、
公
宴
詩
会
で
あ
る
以
上
こ
う
し
た
機

能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
花
宴
が
御
前
詩
会
の
ま
ま
に
留
め
ら
れ

ず
、
公
宴
詩
会
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
村
上
朝
が
、
未
だ
公
宴
詩

会
に
よ
る
賦
詩
の
機
能
が
有
効
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
も

っ
と
も
、
重
陽
宴
の
よ
う
に
重
い
儀
式
と
し
て
で
は
な
く
、
御

前
詩
会
に
極
め
て
近
い
性
質
の
詩
会
を
公
的
儀
式
と
し
た
こ
と
は
、
公

宴
詩
会
そ
の
も
の
の
矮
小
化
と
も
い
え
よ
う
。
花
宴
に
、
内
宴
等
が

持
っ
て
い
た
権
威
性

・
拘
束
性
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で

あ
っ
た
。

村
上
朝
は
、
公
的
文
学
生
成
の
場
と
し
て
の
公
宴
詩
会
の
復
興
と
、



天
皇
の
私
的
興
趣
に
よ
る
御
前
詩
会
の
激
増
と
い
う
二
面
性
を
持

つ
と

い
え
よ
う
。
村
上
朝

の
文
壇
に
つ
い
て
は
、
資
料
的
な
制
約
も
あ
る

が
、
花
宴
の
あ
り
方
は
、
そ
う
し
た
文
壇
を
考
え
る
上
で
の
ひ
と

つ
の

視
角
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
花
宴
の
形
成

・
性
格
を
論
じ
、
村
上
朝
の
文
壇
に
つ
い
て
述

べ
た
。
公
宴
詩
会
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
で
、
平
安
朝
の
文
壇
を
と
ら
え

た
い
と
考
え
な
が
ら
、
調
査

・
考
察
の
不
徹
底
に
よ
り
、
殊
に
最
後
は

抽
象
的
な
論
述
し
か
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
、
御
前
詩
会
に
関
し
て
は

未
だ
考
察
す
べ
き
点
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
具
体
的
に
詩
会

資
料

（記
録

・
詩
文
）
の
読
解
を
続
け
た
い
と
思
う
。

注
（１
）

『源
氏
物
語
」
花
宴
巻
と
関
連
し
て
花
宴
に
言
及
す
る
論
考
は
多
数
あ

る
が
、
清
水
好
子
氏

「花
の
宴
」

「源
氏
物
語
論
」

（塙
書
房

。
昭
和
四
十

一
年
）
が
最
も
参
考
に
な
る
。
ま
た
倉
田
実
氏

「
「花
宴
」
巻
の
宴
を
め

ぐ
っ
て
―
右
大
臣
と
光
源
氏
体
制
の
幻
想
―
」

（国
語
と
国
文
学
６５
１
９
・

昭
和
六
十
三
年
九
月
）
に
は
、

「宇
多
朝
以
後
の
桜
の
宴
の
開
催
場
所
」
と

し
て
年
表
が
付
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
藤
田
晶
子
氏

「源
氏
物
語
の
年

中
行
事
―

「南
段
の
桜
の
宴
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」

（国
文
白
百
合
２‐
．

平
成
二
年
三
月
）
、
植
田
恭
代
氏

「南
殿
の
花
宴
と
い
う
場
を
め
ぐ
っ
て
―

源
氏
物
語
と
宮
廷
―
」

（日
本
文
学
４‐
１
５
ｏ
平
成
三
年
五
月
）
が
あ
る
。

な
お
、
花
宴
の
専
論
と
し
て
は
、
倉
林
正
次

「花
宴
政
」

（國
學
院
雑
誌
６８

１
３
・
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
が
あ
る
。
以
上
の
論
考
に
は
、
本
稿
と
見
解

を
異
に
す
る
点
が
多
々
あ
る
が
、
個
別
に
指
摘
し
な
い
。
本
論
を
お
読
み
い

た
だ
け
ば
確
認
で
き
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

（２
）
山
中
裕
氏

「寛
弘
三
年
三
月
四
日
の

「花
宴
」
」

「平
安
朝
文
学
の
史

的
研
究
」

（吉
川
弘
文
館

。
昭
和
四
十
九
年
、
昭
和
四
十
四
年
初
出
）
。
傍

線
は
、
引
用
者
が
付
し
た
も
の
。

（３
）
な
お
、
本
稿
で

「花
宴
」
と
し
て
扱
う
の
は
記
録
上

「花
宴
」
と
明
記

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
公
宴
詩
会
と
し
て
の
花
宴
を
考
察
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
の
で
、
当
然
、
天
皇
主
催
の
宴
を
考
察
の
中
心
と
す
る
。

（４
）
清
涼
段
の
桜
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
参
照
。

（５
）
楽
所
に
つ
い
て
は
、
第
六
節
参
照
。

（６
）

「そ
れ
以
上
に
注
意
さ
れ
る
の
は
―
殊
に
文
人
に
関
し
て
で
あ
る
が
―

詩
の
披
講
時
の
参
加
者
の
位
置
で
あ
る
。
…

（中
略
）
…

「皇
太
子
以
下
」

と
の
み
あ
る
が
、
省
略
し
た
割
注
に

「以
二
所
菅
円
座
一
敷
二
御
座
東
辺
一、

為
二
太
子
座

一。
大
臣
以
下
候
二
講
師
右
一
文
人
長
押
下
。

（下
略
）
」
と
あ

る
。
文
人
も
御
前
で
の
場
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…

（中
略
）
…
つ
ま

り
披
講
の
間
、
参
加
者
は

「空
間
的
」
に
も
天
皇
に
密
着
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
…

（中
略
）
…
先
に
も
述
べ
た
重
陽
宴
で
は
、
文
人
は
南
庭
に

座
す
が
、
披
講
の
時
も

「令
三
参
議
召
二
文
章
博
士
二
人
一
他
上
臓
儒
士

一

両

（割
注
略
）
、
次
将
二
人
昇
レ
殿
」

（
『北
山
抄
』
二

・
年
中
要
抄
下
重

陽
宴
事
）
と
あ
り
、
文
人
は
殆
ど
が
殿
に
上
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ

る
。

「内
宴
」
の
特
殊
性
が
知
ら
れ
る
」

〔拙
稿

「内
宴
考
」

（詞
林
１８

・

平
成
七
年
十
月
）
〕
。
花
宴
で
も
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（７
）
本
文
中
で
述
べ
た
よ
う
に
儀
式
文
に
和
歌
の
規
定
が
あ
る
の
は
希
有
な

例
で
あ
る
。
内
宴
で
は
、
宴
式
の
実
例
に
翌
日
和
歌
を
詠
ん
だ
、
と
い
う
記

述
は
見
出
せ
る
が
、
儀
式
文
自
身
に
は
和
歌
の
規
定
は
な
い
。
そ
も
そ
も
和

歌
は
公
宴
詩
会
の
よ
う
に
は
公
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「古
今
和
歌
集
の
勅
撰
性
に
つ
い
て
―
二
番
貫

之
歌
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
１
」

（和
歌
文
学
研
究
７。

．
平
成
七
年
六
月
）
参

照
。
ま
た
、
和
歌
の
官
中
に
お
け
る
儀
式
次
第
＝
和
歌
会
次
第
が
確
認
で
き
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る
最
も
古
い
例
の

一
つ
は
、
天
暦
三
年
四
月
十
二
日
の
藤
花
宴
で
あ
り
、
村

上
朝
に
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
和
歌
会
は
、
公
宴
詩
会
の

儀
式
次
第
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
和
歌
の
公
宴
詩
会
へ
の
接
近
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
も
、
花
宴
儀
式
次
第
に
和
歌
の
こ
と
が
規
定

さ
れ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
藤
花
宴
に
つ
い
て

は
、
拙
稿

「儀
式
と
和
歌
―
公
宴
詩
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
―
」

（中
古

文
学
５９

・
平
成
九
年
五
月
刊
行
予
定
）
参
照
。

（８
）
嵯
峨
朝
の
花
宴
の
実
態
を
探
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
現
存
資
料
と

し
て
は
、

「
日
本
後
紀
』

『類
衆
国
史
」
の
花
宴
記
事
、
及
び
本
文
に
引
い

た

「類
衆
国
史
』
所
載
奏
上
、

「凌
雲
集
」
所
載
詩
程
度
で
あ
る
。
但
し
牧

野
和
夫
氏

「
『
〔本
朝
〕
文
集
』
編
纂
資
料
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
十
二
巻

本

「表
百
集
』

・
『含
英
私
集
』
な
ど
―
」

（実
践
国
丈
学
３６

・
平
成
元
年

十
月
）
に
紹
介
さ
れ
る

「含
英
私
集
』
所
収

「供
名
詩
序
佳
句
抜
率
」
に
、

「神
泉
花
宴
／
菅
清
公
」
と
題

・
作
者
注
記
の
あ
る
序
文
が
引
か
れ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
嵯
峨
朝
の
花
宴
で
序
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

（９
）
後
藤
昭
雄
氏

「王
朝
の
漢
詩
」

「
日
本
文
学
講
座

９

詩
歌
Ｉ

（古
典

編
）
」
（大
修
館
書
店

・
昭
和
六
十
三
年
）

（
Ю
）
古
瀬
奈
津
子
氏

「平
安
時
代
の

「儀
式
」
と
天
皇
員
歴
史
学
研
究
抑

・

昭
和
六
十

一
年
十
月
）

（
Ｈ
）
拙
稿
「内
宴
考
」

（前
掲
）
。
但
し
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
が
、大
江
匡
房
が

安
楽
寺
で
内
宴
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
頃
内
宴
は
、
信
西
に
よ
る
復

興
以
前
で
は
ぼ
廃
絶
さ
れ
た
も
同
然
の
状
況
で
あ
り
、
匡
房
自
身

『江
家
次

第
」
に
は
内
宴
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
情
も
匡
房
が
内
宴
を

個
人
的
に
行

っ
た
こ
と
と
関
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
‐２
）

但
し
、

「新
儀
式
』
の
成
立
は
康
保
年
間
と
さ
れ
、
こ
れ
は
村
上
朝
も

末
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
村
上
朝
の
早
い
時
期
か
ら
花
宴
が
公
宴
詩

会
と
し
て
確
立
し
た
と
は
論
じ
難
く
な
る
。
し
か
し
、

「新
儀
式
』
は
、
同

じ
く
村
上
天
皇
撰
の
儀
式
書

『清
涼
記
」

（逸
書
）
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
。

「清
涼
記
』
は
村
上
朝
初
期

（天
暦
四
年
以
前
）
成
立
と
さ
れ
る
、
斯
書
に

既
に
規
定
が
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
想
定
で
き
れ
ば
花
宴
は

村
上
朝
初
期
か
ら
公
宴
詩
会
と
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
、
逸

文
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
証
明
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
否
定
的
な
資
料
と

し
て
は
、

「清
涼
記
』
の
後
、

「新
儀
式
』
の
直
前
に
成
立
し
た

「西
宮

記
』

（初
稿
本
）
の
現
行
本
に
花
宴
儀
式
次
第
が
な
い
点
が
あ
る
。

「西
宮

記
』

（現
行
本
）
は
宴
遊
の
一
例
と
し
て
天
暦
三
年
三
月
十
二
日
の
花
宴
を

あ
げ
る
が
、
儀
式
文
は
載
せ
な
い
。
初
稿
本
に
お
い
て
も
既
に
如
上
の
状
態

で
あ
れ
ば
、
花
宴
の
成
立
は
村
上
朝
の
末
に
な
る
。
但
し
、

「西
宮
記
』

（現
行
本
）
は
、

「西
宮
記
」

（初
稿
本
）
を
著
し
く
省
略
増
補
整
理
し
た

本
で
あ
り
、
当
初
か
ら
花
宴
儀
式
次
第
が
な
か
つ
た
か
ど
う
か
は
明
確
で
は

な
い
。
今
は
、
本
文
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
記
録
上
明
記
さ
れ
る
花
宴
が
天

暦
年
間
以
降
清
涼
殿
で
の
桜
の
宴
と
し
て
固
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

期
か
ら
公
宴
詩
会
と
し
て
確
立
し
た
、
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。
な
お
、
儀

式
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
所
功
氏

「平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』

（国
書
刊
行
会

・
昭
和
六
十
年
）
に
よ
っ
た
。

（
‐３
）
橋
本
義
彦
氏

「後
院
に
つ
い
て
」
「平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』

（吉
川
弘

（
』

館
一駒

祀

舛

一 一
語

陶

柵

鮮

韓

笏

融

鴨

麟

け
座
翫
桜
花
和
歌

（康
保
例
と

と
い
う
書
式
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
こ
の
時
の
花
宴

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
花
宴
が
、
紫
農
殿
で
行
わ
れ
た
公
宴
で
あ
る
な
ら

ば
題
の
書
式
は

「侍
宴
紫
寝
殿
翫
桜
花
応
製
和
歌
」
と
で
も
な
る
は
ず
で
、

こ
の
題
の
書
式
か
ら
も
臨
時
の
宴
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
‐５
）
山
中
氏

「寛
弘
三
年
三
月
四
日
の

「花
宴
」
」

（前
掲
）

（
‐６
）
喜
田
新
六
氏

「王
朝
儀
式
の
源
流
と
そ
の
意
義
」

「令
制
下
に
お
け
る

君
臣
上
下
の
秩
序
に
つ
い
て
」

（皇
學
館
大
學
出
版
部

。
昭
和
四
十
七
年
、



昭
和
三
十
年
初
出
）
。
傍
点
は
、
引
用
者
が
付
し
た
も
の
。

（
‐７
）
古
瀬
氏

「平
安
時
代
の

「儀
式
」
と
天
皇
」

（前
掲
）

（
‐８
）
有
吉
恭
子
氏

「楽
所
の
成
立
と
展
開
」

（史
窓
２９

・
昭
和
四
十
六
年
三

月
）

（
‐９
）

「内
教
坊
」

（瀧
川
政
次
郎
氏
執
筆
）

『平
安
時
代
史
事
典
』

（角
川

書
店

・
平
成
六
年
）

（
”
）
公
宴
詩
会
と
は
、
「儀
式
』、
「清
涼
記
」、
「新
儀
式
」
等
の
勅
撰
儀
式
書
、

及
び

『西
宮
記
」
、
「北
山
抄
』
等
の
私
撰
儀
式
書
に
、
儀
式
次
第
が
記
さ

れ
、
儀
式
文
に
賦
詩
行
為
が
あ
る
も
の
を
指
す
。

（
２‐
）
な
お
花
宴
は
、
こ
の
時
点
で
は
公
宴
詩
会
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
の

で
数
値
に
入
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
寛
弘
三
年
の
花
宴
は
入
れ
て
い
な
い
。

（
２３
）
拙
稿
「
風
月
」
考
―
公
宴
詩
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
―
買
語
文
６６

・

平
成
八
年
七
月
）

（
Ｚ
）
三
月
三
日
の
曲
水
宴
は
、
平
城
朝
に
廃
さ
れ
、
後
、
村
上
朝
辺
で
復
興

す
る
。
宇
多
朝
に
、
三
月
三
日
の
詩
宴
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
公
宴
詩
会
と

し
て
は
扱
え
な
い
。
こ
の
点
も
、
花
宴
と
同
様
、
村
上
朝
に
お
け
る
公
宴
詩

会
復
興
と
関
連
し
よ
う
。
曲
水
宴
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
あ
）
冷
泉
院
花
宴
は
入
れ
て
い
な
い
。

（
２６
）
拙
稿

「
一
条
朝
文
壇
の
形
成
―
重
陽
宴
の
変
容
を
通
し
て
―
」

「古
代

中
世
文
学
研
究
論
集
　
第

一
集
」

（和
泉
書
院

・
平
成
八
年
）

（
２７
）
拙
稿

「内
宴
考
」

（前
掲
）

（
２８
）
拙
稿

「
一
条
朝
文
壇
の
形
成
―
重
陽
宴
の
変
容
を
通
し
て
―
災
前
掲
）

＊
引
用
本
文
は
、
新
儀
式
は

「群
書
類
従
」

（続
群
書
類
従
完
成
会
）
、
西
宮

記

・
北
山
抄
は

「神
道
大
系
』

（神
道
大
系
編
纂
会
）
、
河
海
抄
は

「紫
明

抄

河
海
抄
」

（角
川
書
店
）
、
日
本
後
紀

・
類
衆
国
史

。
日
本
紀
略

・
扶
桑

略
記
は

「新
訂
増
補
国
史
大
系
」

（吉
川
弘
文
館
）
、
小
右
記
は

「大
日
本

古
記
録
」

（岩
波
書
店
）
、
撰
集
秘
記
は

『京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本
撰
集

秘
記
」

（国
書
刊
行
会
）
、
菅
家
文
草
は

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」

（岩
波

書
店
）
、
八
雲
御
抄
は

「
日
本
歌
学
大
系
』

（風
間
書
房
）
を
用
い
た
。

（た
き
が
わ

。
こ
う
じ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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彙保三年三月五日 青涼殿花宴
1日 不紀略」、 !北山抄」三・拾遺雑
少上・花宴事

疑保四年二月二十六日青涼殿花宴 ヨ照花添色
1日 今祀崎」、 :北 Lu砂」二・拾這雑
少上・花宴事、「和漢兼作集」春中・

42
K処二年 二月十八 日 百涼殿花宴 `ヒ副 栞 1日 本紀略」

ミ元二年三月二十六日
句殷入呈、兼週困
完に行幸、桜花を
記る。花宴

「日本紀略」、「扶桑略記」、「百練
少」

竜弘三年三月四日
―条天皇、東三条
腱にて花宴

度水落花舞

l目 今祀判 、 :Fll璽関日冨d」 、 :権
已」、「百練抄」、「古今著問集」十
k・ 614、 「花鳥余情」寄生、「壬生
彙譜」中、「本朝麗藻」上・H～23
(「本朝文粋」十・308、 「江吏部
終」下・木部、「新撰朗詠集」上・
16、 118、 617、 620、 「泥之草再
奸」)、 「続本朝往生伝」、「江吏部
終」 。中 。人倫部
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花宴関連年表
*記録上「花宴」と明記されたもの、また桜の詩宴を年表とした。
*天皇主催のものに限る。

*歌集等に見える「花宴」記事は除いた。公宴詩会との関わりが不明確だからである。
*見落としも多いことと思う。大方のご教授・ご叱正をお願いする。
手久 晨題 庁題 ll興

ム仁三年二月十一日 申泉苑花宴
!日 本後紀」、「類衆国史」、「日本
配略」

ム仁五年二月二十八日
甲呆 処 何 平 、 耐

譲 (花宴)
「類衆国史」、「日本紀略」

ム仁六年二月二十八日
甲』R夕gfr百F、 ィヒ

認
1目 今後祀」、 1類衆国兄」、 1日本
己1各」

ム仁十四年二月二十八
ヨ

目習十四親土Ш
庄 (或いは斎院
0ヽ)行幸、花宴

鬱日山庄
「日本後紀」承和十四年十月二十三日
程、「類衆国史」、「日本紀略」

L十 ノ 午ヽ 7Ltt Tス ロ 青涼殿菊7E宴 1日 本紀略」
基暑 四 年 _月 呆 日 に冥 1莉儀式」四・7E冥事
L喜十二年三月九 日 妥花宴 l員信公 ntl」 、 !新儀式」四・花宴事

工喜十七年三月六日
需手段にて7Eを

記、清涼段で詩
諄

齢夜翫桜花 「河海抄」花宴

二長四年二月十八日 青涼殿花宴 姜繁春日斜

1日 不紀略」、 1貞信公記」、 1河海
少」花宴、「新儀式」四・花宴事、
「北山抄」三・拾遺雑抄上・花宴事、
「古今著聞集」六・管絃歌舞、「花鳥
無情」五・花宴、「扶桑略記」

ヽ慶 四 年 二 月 T五 日 踏 段東庭7E冥 `ヒ荷雪雲深 !日 不配略」、 1花馬余情」花宴
に慶八年八月十九 日 彗香殿花宴 !日 本紀略」

く暦三年三月十二日 青涼殿花宴
!日 不紀略」、 |九暦」、 1西宮記」
傷時三・宴遊花宴、「北山抄」三・拾
壁雑抄上・花宴事、「花鳥余情」花宴

に暦四年三月十一日 青涼殿花宴 t樹雲深
l明星砂」二・紅栞貨、 1北山抄」
三・拾遺雑抄上・花宴事、「拾芥抄」
L末・楽器部三十五

に暦五年二月二十三日 t宴 1倅源砂」十一之末、 1北山抄」
三・拾遺雑抄上 。花宴事

に暦九年三月栗 日 `ヒ
9譲 ‖ι山抄」三・拾遺雑抄・花宴事

に暦 十 年 二 月 果 日 蔵源段7E冥 !北山抄」三・拾遺雑抄上・花宴事
ヽ偲 _年 二 月 _† ニ ロ Z冥 !日 本紀略」

に徳二年十月二十一日 青涼殿残菊宴 昔残菊
:日 本紀略」、「北山抄」三拾遺雑抄
L・ 花宴事

3和元年二月五日
争泉院釣殿、花
認、及び擬文章
ヒ試

ヒ元本上洋

(擬文章生試
巨、流鴬遠和
手)

「日本紀略」、「扶桑略記」、「/1ヽ右
巳」寛仁二年十月廿二日、「本朝文
中」十 。3∞、「江談抄」六・14・

難保二年二月五日
に農殿前にて桜
り花宴

1日 不祀峰」、 1袋早紙」一・探題和
次、「河海抄」四・花宴、「玉葉」建
k二年三月十四日条、「八雲御抄」
二・作法部、「禁秘抄」上・草木
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